

 香川県公認心理師協会規約

第１章　総則
（名称） 
第１条　本会は、香川県公認心理師協会と称する。 
（事務局） 
第２条　本会の事務局は、役員のうち事務局長に選任された者が指定する場所に置く。 

第２章　目的及び事業
（目的） 
第３条 本会は、公認心理師の香川県内資格取得者の相互の連携を促進し、「公認心理師」の資質と技能の維持向上、社会的地位の確立向上をはかるとともに、人々の心の健康及び福祉の増進に寄与することを目的とする。 
（事業） 
第４条 本会は前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。 
1 地域に対する支援の充実及び普及啓発活動
2 公認心理師の資質向上を図るための研究会等の開催
3 関係諸団体との連携及び協力
4 公認心理師に関連する情報等の提供
5 その他前条の目的を達成するために必要と認める事業 

第３章　会員
（種別）
第５条 本会の会員は、次の各号に掲げる２種とする。
1 正会員
イ 公認心理師法（平成 27 年法律第 68 号）（以下、この規約において「法」という。）第 28 条の
規定により公認心理師の登録を受けた者であって、本会の目的に賛同して入会した個人
ロ 法附則第２条の定めにより公認心理師試験を受ける意思を有し、本会の目的に賛同して入会した
個人
二　賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の事業を賛助する個人又は法人 
三　名誉会員 本会に功労のあった者又は学識経験者で、理事会の推薦を受け、総会において承認を得た
個人
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（入会・退会）
第６条　本会に対する入会・退会は規定の書式をもって事務局に申し出るものとし、理事会の承認により決定する。但し、正当な理由がなく会費を２年以上滞納した場合は、理事会の決定を持って会員の資格を喪失するものとする。

第４章　役員
（種別及び定数） 
第７条 本会に、次の各号に掲げる役員を置く。 
一　理事　3名以上20名以内
二　監事　2名
２　理事のうち1名を会長とし、2名以内を副会長、1名を事務局長とすることができる。
３　役員はすべて名誉職とする。ただし、職務の執行について必要な実費弁償を受けることができる。 
（選任等） 
第８条　理事及び監事は、会員の中から選挙により選出する。ただし、再任を妨げない。役員に欠員を生じた場合は、理事会において正会員のなかから新たな役員を選出し、これを補充する。
（役員の任務） 
第９条 会長は会務を統督し、本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその代理をする。事務局長は会長を補佐し、業務の遂行に当たる外、事務局を統括する。
第１０条　監事は本会の業務及び会計の状況を監査する。

第５章　総会
（構成・招集・決議）
第１１条 総会は正会員をもって構成する。
　２　会長は、年度に1回の総会を招集する。
　３　総会は、委任状を含め正会員の過半数の出席をもって成立する。 
４　総会決議は、委任状を含め総会出席者の過半数をもって決する。 
５　会長は、必要に応じて臨時総会を招集することができる。 

第６章　役員会
（構成・招集・決議） 
第１２条 役員会はすべての役員をもって構成する。
２　役員会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。 
３　役員会決議は、出席者の過半数をもって決する。 
　４　会長は、必要に応じて臨時役員会を招集することができる。

第７章　会計
（会計） 
第１３条 本会の会計は、会員の入会費および年度会費、その他の収入による。
２　会員は、入会費および年度会費として3,000円を納入する。
３　研修会費等は、その都度必要経費として徴収することがある。
４　本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

（雑則） 
第１４条 この規約の施行に必要な規則または規程は、役員会の決議と総会の承認を得て、会長が定める。

（規約改正） 
第１５条 この規約は、役員会の３分の２以上の同意および総会の承認を得て、変更することができる。 

附則 
１　この規約は、平成３１年２月１４日より発効する。
２　この規約は、令和６年８月２７日より発効する（準会員の削除、役員選挙・役員任期の廃止、理事会の名称変更、年度会費の名称変更）。

